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【 適正化スキーム とは 】

設備を入れ替える際に、

① 従来よりも安価で設備を調達する、もしくはリースを活用する
② 躯体と設備の所有を分離して申請する

ことで設備部分の固定資産税・都市計画税が適正化できる仕組みです！

【 対象となる建物 】

・ホテル、旅館、オフィスビル、店舗、賃貸マンション等

【 対象となる税 】

・固定資産税及び都市計画税

タウンエステート協同組合


